
 

聖

籠

町

空

き

家

等

の

適

正

管

理

に

関

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

六

年

三

月

十

二

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

聖

籠

町

長

 
 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

二

号

 

 
 

 

聖

籠

町

空

き

家

等

の

適

正

管

理

に

関

す

る

条

例

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

法

令

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

空

き

家

等

の

適

正

な

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

空

き

家

等

が

放

置

さ

れ

、

管

理

不

全

な

状

態

と

な

る

こ

と

を

防

止

し

、
も

っ

て

町

民

の

安

全

で

安

心

な

生

活

の

確

保

及

び

生

活

環

境

の

保

全

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

一

 

空

き

家

等

 

町

内

に

所

在

す

る

建

物

そ

の

他

の

工

作

物

で

、

常

時

使

用

さ

れ

て

い

な

い

状

態

に

あ

る

も

の

及

び

当

該

敷

地

（

当

該

敷

地

に

所

在

す

る

立

木

を

含

む

。

以

下

同

じ

。
）

を

い

う

。

 

二

 

管

理

不

全

な

状

態

 

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

状

態

を

い

う

。

 

 

イ

 

老

朽

化

若

し

く

は

積

雪

、

台

風

、

地

震

等

の

自

然

災

害

に

よ

り

、

空

き

家

等

が

倒

壊

し

、

又

は

空

き

家

等

に

用

い

ら

れ

た

建

築

資

材

等

が

飛

散

し

、

若

し

く

は

剥

落

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

状

態

 

 

ロ

 

不

特

定

の

者

の

侵

入

に

よ

り

、

火

災

又

は

犯

罪

が

発

生

し

、

若

し

く

は

誘

発

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

状

態

 

 

ハ

 

草

木

の

著

し

い

繁

茂

又

は

動

物

、

害

虫

等

の

著

し

い

繁

殖

又

は

ご

み

の

不

法

投

棄

に

よ

り

周

囲

の

生

活

環

境



の

保

全

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

あ

る

状

態

 

三
 

所

有

者

等

 

町

内

に

所

在

す

る

空

き

家

等

を

所

有

し

、

占

有

し

、

又

は

管

理

す

る

者

を

い

う

。

 

（

空

き

家

等

の

所

有

者

等

の

責

務

）

 

第

三

条

 
空

き

家

等

の

所

有

者

等

は

、
当

該

空

き

家

等

が

管

理

不

全

な

状

態

と

な

ら

な

い

よ

う

に

自

ら

の

責

任

に

お

い

て

適

正

な

管

理

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

情

報

提

供

）

 

第

四

条

 

町

民

は

、

管

理

不

全

な

状

態

で

あ

る

空

き

家

等

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

速

や

か

に

町

に

そ

の

情

報

を

提

供

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

実

態

調

査

）

 

第

五

条

 

町

長

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

情

報

の

提

供

を

受

け

た

と

き

又

は

管

理

不

全

な

状

態

で

あ

る

空

き

家

等

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

空

き

家

等

の

所

有

者

等

の

所

在

、

管

理

不

全

な

状

態

の

程

度

等

を

調

査

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

立

入

調

査

）

 

第

六

条

 

町

長

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

職

員

に

必

要

な

場

所

に

立

ち

入

ら

せ

、

必

要

な

調

査

を

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

立

入

調

査

を

す

る

職

員

は

、
そ

の

身

分

を

証

明

す

る

書

類

を

携

帯

し

、

関

係

人

の

請

求

が

あ

っ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

調

査

は

、
こ

れ

を

犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

助

言

又

は

指

導

）

 

第

七

条

 

町

長

は

、

空

き

家

等

が

現

に

管

理

不

全

な

状

態

に

あ

る

と

認

め

る

と

き

、

又

は

管

理

不

全

な

状

態

に

な

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

空

き

家

等

の

所

有

者

等

に



対

し

、

必

要

な

措

置

に

つ

い

て

助

言

し

、

又

は

指

導

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
（

勧

告

）

 

第

八

条

 
町

長

は

、
前

条

の

規

定

に

よ

る

助

言

又

は

指

導

を

行

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
当

該

空

き

家

等

が

管

理

不

全

な

状

態

に

あ

る

と

き

は

、

当

該

所

有

者

等

に

対

し

、

期

限

を

定

め

て

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

命

令

）

 

第

九

条

 

町

長

は

、
当

該

所

有

者

等

が

前

条

の

規

定

に

よ

る

勧

告

に

応

じ

な

い

と

き

は

、

当

該

所

有

者

等

に

対

し

、

期

限

を

定

め

て

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

命

令

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

公

表

）

 

第

十

条

 

町

長

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

命

令

を

行

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
当

該

所

有

者

等

が

正

当

な

理

由

な

く

当

該

命

令

に

従

わ

な

い

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

命

令

に

従

わ

な

い

者

の

住

所

及

び

氏

名

（

法

人

そ

の

他
 

の

団

体

に

あ

っ

て

は

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

名

称

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

 

二

 

命

令

の

対

象

と

な

っ

た

空

き

家

等

の

所

在

地

 

三

 

命

令

の

内

容

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

町

長

が

必

要

と

認

め

る

事

項

 

２

 

町

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

公

表

を

す

る

と

き

は

、

事

前

に

当

該

公

表

に

係

る

者

に

意

見

を

述

べ

る

機

会

を

与

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

緊

急

安

全

措

置

）

 

第

十

一

条

 

町

長

は

、
空

き

家

等

の

管

理

不

全

な

状

態

が

切

迫



し

て

い

る

と

認

め

る

と

き

は

、

危

険

な

状

態

を

回

避

す

る

た

め

に

必

要

な

最

低

限

度

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。 
２

 
町

長

は

、

前

項

に

規

定

す

る

措

置

を

実

施

す

る

と

き

は

、

当

該

空

き

家

等

の

所

有

者

等

の

同

意

を

得

て

実

施

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

３

 

町

長

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

措

置

を

講

じ

た

と

き

は

、

当

該

所

有

者

等

か

ら

当

該

措

置

に

係

る

費

用

を

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

代

執

行

）

 

第

十

二

条

 

町

長

は

、

第

九

条

の

規

定

に

よ

る

命

令

を

受

け

た

者

が

当

該

命

令

に

従

わ

な

い

場

合

に

お

い

て

、

他

の

手

段

に

よ

っ

て

そ

の

履

行

を

確

保

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

り

、
か

つ

、

そ

の

不

履

行

を

放

置

す

る

こ

と

が

著

し

く

公

益

に

反

す

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

行

政

代

執

行

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

四

十

三

号

）
の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

自

ら

必

要

な

措

置

を

行

い

、

又

は

第

三

者

に

こ

れ

を

行

わ

せ

、

そ

の

費

用

を

当

該

所

有

者

等

か

ら

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

協

力

の

要

請

）

 

第

十

三

条

 

町

長

は

、

管

理

不

全

な

状

態

に

あ

る

空

き

家

等

に

よ

る

危

険

を

回

避

す

る

た

め

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

本

町

の

区

域

を

管

轄

す

る

国

若

し

く

は

県

の

機

関

又

は

警

察

署

そ

の

他

の

関

係

機

関

に

必

要

な

協

力

を

要

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

委

任

）

 

第

十

四

条

 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 


